
東京都グリーン購入ガイド
（2015年4月1日施行）

１．用紙

品名 環境配慮仕様 備考

【水準１】
①古紙パルプ配合率７０％以上
②バージンパルプ原料の使用に関しては、合法性の証明書を納品時に提出すること。
③塗工されているものについては、塗工量が両面で１２ｇ/㎡以下であること。

【水準２】
包装又は梱包は可能な限り軽易で、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷軽減に配慮
されていること。

ＯＡ用紙
（フォーム用
紙等）

■機械読み取り用紙（OCR用紙
等）は除く。

■詳細は「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針（平成27
年2月）」（国基準）Ｐ７～Ｐ９を参照
すること。

■証明書については、環境局か
らの通知（平成２６年３月３１日付２
５環政政第５６３号）を参照するこ
と。

【水準１】
①総合評価値が８０以上であること。
②バージンパルプ原料の使用に関しては、合法性の証明書を納品時に提出すること。
③製品に総合評価値及びその内訳が記載されていること。記載できない場合は、ウエ
ブサイト等で容易に確認できること。

【水準２】
①古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。
②バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可
能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。また、森林認証材パ
ルプ及び間伐材等パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の
負荷低減に配慮されていること。

複写機用紙
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東京都グリーン購入ガイド
（2015年4月1日施行）

２．印刷物

品名 環境配慮仕様 備考

【水準２】
①印刷物の用途及び目的を踏まえ、可能な限り軽量化されていること。
②原稿入稿後から刷版作成までの工程において、デジタル化の推進等（ＤＴＰ、ＣＴＰ、
ＤＤＣＰ方式の採用等）により廃棄物の発生が可能な限り抑制されていること。
③湿し水からのＶＯＣ発生を抑制していること。
④洗浄剤からのＶＯＣ発生を抑制していること。
⑤インキ缶やインク、トナー等の容器、感光ドラム等の資材・部品等が再使用又はリサイ
クル されていること。
⑥印刷物の表紙の表面加工等への有害物質の発生原因となる物質の使用が可能な限
り抑制されていること。
⑦紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可
能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
⑧製品の包装又は梱包は可能な限り軽易で、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷軽
減に配慮されていること。

【水準１】
（用紙（冊子の表紙及び色上質紙を除く。））
①総合評価値が８０以上であること。
②バージンパルプ原料の使用に関しては、合法性が証明されたものであること。
③製品の総合評価値及びその内訳がウエブサイト等で容易に確認できること。

（印刷インキ類）
１．オフセット印刷である場合には、次の基準を満たすこと。
ア.①のインキを使用する。ただし、①によれない場合は②のインキを使用すること。
   ① ノンVOCインキ（石油系溶剤を使用しないインキ）又はリサイクル対応型UVインキ
   ② 植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が１％未満の溶剤の
みを用いるインキ
イ.インキの化学安全性が確認されていること。
ウ.①のインキを使用した場合は、印刷物の裏表紙等に「石油系溶剤を含まないインキを
使用しています。」と表示するか、マークを表示すること。

２．デジタル印刷の場合には、次の基準を満たすこと。
①電子写真方式（乾式トナーに限る。）にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に
係る水準１（本ガイドのP６.品名「トナーカートリッジ」参照）を満たすトナーが使用されて
いること。
②電子写真方式（湿式トナーに限る。）又はインクジェット方式にあっては、トナー又はイ
ンクの化学安全性が確認されていること。

（リサイクル適性）
１．紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料（古紙リサイクル適性ランクＢ、Ｃ及び
Ｄランクの材料）が使用されていないこと。ただし、印刷物の用途・目的から使用する場
合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法を記載すること。
2．印刷物へリサイクル適性を表示すること。

（印刷の各工程）
印刷の各工程において、環境配慮のための措置が講じられていること。

印刷物（紙
製の報告書
類、ポス
ター、チラ
シ、パンフ
レット等）

■詳細は「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針（平成27
年2月）」（国基準）「紙類 （Ｐ7～Ｐ
14）」及び「印刷物（Ｐ193～199）」
の【判断の基準】及び【配慮事項】
を参照すること。

■付属資料１「環境に配慮した印
刷発注」を参照のこと。

■（用紙）、（印刷インキ類）及び、
（リサイクル適性）については、納
品時に表２の「資材確認票（兼
資材使用証明書）」を提出させる
こと。

■（印刷インキ類）1.ア②のインキ
については、印刷インキ工業連合
会「植物油インキの定義」に該当
するものであること。

■（リサイクル適性）の１及び２の
「印刷物への適性の表示」につい
ては、古紙再生促進センター作
成、日本印刷産業連合会運用の
「リサイクル対応型印刷物製作ガ
イドライン」を参考とすること。ただ
し、使用する材料に古紙リサイク
ル適性ランクが定められていない
場合には、適用しないものとす
る。

■（印刷の各工程）については、
仕様書に表１「オフセット印刷又
はデジタル印刷に関連する印刷
の各工程における環境配慮項目
及び基準」を添付すること。また、
納品時に表３「オフセット印刷又
はデジタル印刷の工程における
環境配慮チェックリスト兼証明書」
を提出させること。
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東京都グリーン購入ガイド
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品名 環境配慮仕様 備考

【水準１】

シャープペ
ンシル

【水準２】
○残芯が可能な限り少ないこと。

シャープペ
ンシル替芯

【文具類共通】は容器に適用

ボールペン 【水準２】
○芯が交換できること。

マーキング
ペン

【水準２】
○消耗品が交換又は補充できること。

鉛筆

セロハン
テープ

【水準１】
①【文具類共通】のとおり
②巻き芯には、再生紙を使用すること。

布粘着テー
プ

【水準１】
●テープ基材（ラミネート層を除く。）については再生プラスチックがプラスチック重量の
40%以上使用されていること。

○金属を除く主要材料が、プラスチックの場合は①、木質の場合は②、紙の場合は③の
要件を満たすこと。また、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合は②、紙が含まれ
る場合で原料にバージンパルプが使用される場合は③イの要件をそれぞれ満たすこ
と。
①再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。
②間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること、又は、原料の原
木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照
らして手続が適切になされたものであること。
③次の要件を満たすこと。
ア．紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。
イ．紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採
に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続
が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び
合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造された
バージンパルプには適用しない。

【水準２】
①古紙パルプ配合率、再生プラスチック配合率が可能な限り高いものであること。
②使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
③材料に木質が含まれる場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が
営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材、合板・製材工場から
発生する端材等の再生資源である木材は除く。
④材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料
の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただ
し、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林
地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の
負荷低減に配慮されていること。
⑥材料からのホルムアルデヒドの放散速度が0.02mg/㎡h以下又はこれと同等のもので
あること。

注）文具類に定める特定調達品目については、共通して上記の判断の基準及び配慮
事項を適用する。ただし、個別の特定調達品目について判断の基準（●印）を定めてい
るものについては、上記の判断の基準に代えて、当該品目について定める判断の基準
（●印）を適用する。また、適用箇所を定めているものについては、適用箇所のみに上
記の判断の基準を適用する。

３．文具・事務用品

【文具類共
通】

〔筆記具〕

〔テープ類〕

■詳細は、「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針（平成27
年2月）」（国基準）Ｐ15～Ｐ25を参
照すること。

■「再生プラスチック」とは、製品と
して使用された後に廃棄されたプ
ラスチック及び製造工程の廃棄
ルートから発生するプラスチック端
材又は不良品を再生利用したも
のをいう（ただし、原料として同一
工程利用されるものは除く。）。

■「ポストコンシューマ材料」とは、
製品として使用された後に、廃棄
された材料又は製品をいう。

■木質又は紙の原料となる原木
についての合法性（…【文具類共
通 】【水準１】②、③イ）及び持続
可能な森林経営が営まれている
森林からの産出（…【文具類共通
】【水準２】③）に係る確認を行う場
合には、林野庁作成の「木材・木
材製品の合法性、持続可能性の
証明のためのガイドライン（平成
18年2月15日)」に準拠すること。

■ただし、平成18年4月1日より前
に伐採業者が加工・流通業者等
と契約を締結している原木に係る
合法性の確認については、平成
18年4月1日の時点で原料・製品
等を保管している者が証明書に
平成18年4月1日より前に契約を
締結していることを記載した場合
には、上記ガイドラインに定める
合法な木材であることの証明は不
要とする。
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東京都グリーン購入ガイド
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事務用封筒
（紙製）

【水準１】
●古紙パルプ配合率40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用され
る場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地
域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、
間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地
残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。

【水準２】
○バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経
営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材により製造された
バージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資
源により製造されたバージンパルプには適用しない。

クラフト封筒

ノート 【水準１】
●古紙パルプ配合率70%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用され
る場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地
域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、
間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地
残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
●塗工されているものについては塗工量が両面で30g/㎡以下であり、塗工されていな
いものについては白色度が70%程度以下であること。

【水準2】
○バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経
営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材により製造された
バージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資
源により製造されたバージンパルプには適用しない。

付箋

インデックス

プリンターラ
ベル

ファイル 【水準１】
●金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率70%以上
であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料
の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令
に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバー
ジンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源に
より製造されたバージンパルプには適用しない。それ以外の場合にあっては、次のいず
れかの要件を満たすこと。
①文具類共通の【水準１】を満たすこと。
②クリアホルダーにあっては、上記①の要件を満たすこと、又は、植物を原料とするプラ
スチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。

【水準２】
①表紙ととじ具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄できる構造になってい
ること。
②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経
営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材により製造された
バージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資
源により製造されたバージンパルプには適用しない。

■詳細は「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針（平成27
年2月）」（国基準）Ｐ20を参照する
こと。

・「ファイル」とは、穴をあけてとじる
各種ファイル（フラットファイル、パ
イプ式ファイル、とじこみ表紙、
ファスナー（とじ具）、コンピュータ
用キャップ式等）及び穴をあけず
にとじる各種ファイル（フォル
ダー、ホルダー、ボックスファイ
ル、ドキュメントファイル、透明ポ
ケット式ファイル、スクラップブッ
ク、Ｚ式ファイル、クリップファイ
ル、用箋挟、図面ファイル、ケース
ファイル等）等をいう。

〔ファイル類〕

【水準１】
●主要材料が紙の場合にあっては、原料として使用した古紙パルプの重量が製品全体
重量の70%以上であること（粘着部分を除く。）。また、紙の原料にバージンパルプが使
用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又
は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。た
だし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、
林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。そ
れ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。

【水準２】
①バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経
営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材により製造された
バージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資
源により製造されたバージンパルプには適用しない。
②粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであり、樹脂ラ
ミネート加工がされていないこと。

〔紙製品〕
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クロース表紙 【水準１】
①【文具類共通】のとおり
②表紙芯材板紙には再生紙を使用すること

文書保存箱 【水準１】
古紙パルプ配合率80％以上であること。

定規

のり（液状、
澱粉のり）
（補充用を含
む）

【文具類共通】は容器に適用

【水準２】
○内容物が補充できること。

のり（固形・
テープ）（補
充用を含む）

【文具類共通】は容器に適用

【水準２】
○消耗品が交換できること。

はさみ 【水準２】
○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がな
されていること。

連射式クリッ
プ

【水準１】
●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の７
０％以上使用されていること（消耗部分を除く）。ポストコンシューマ材料からなる再生プ
ラスチックにあっては、製品全体重量の６０％以上使用されていること。それ以外の場合
にあっては、【文具類共通】のとおり。

修正液、修
正テープ

【水準１】
●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の７
０％以上使用されていること（消耗部分を除く）。ポストコンシューマ材料からなる再生プ
ラスチックにあっては、製品全体重量の６０％以上使用されていること。

スタンプ台、
朱肉

【水準１】
●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の７
０％以上使用されていること（消耗部分を除く）。ポストコンシューマ材料からなる再生プ
ラスチックにあっては、製品全体重量の６０％以上使用されていること。

ステープ
ラー（汎用
型）

【水準１】
●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の
70%以上使用されていること（機構部分を除く。）。それ以外の場合にあっては、【文具類
共通】の【水準１】を満たすこと。

【水準２】
○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がな
されていること。

■JIS S 6036の2.に規定するス
テープラつづり針の種類10号を
使用するハンディタイプのものを
いう。

ステープ
ラー
（汎用型以
外）

【水準２】
○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は分別の工夫がな
されていること。

■ステープラー（汎用型）以外の
ものをいい、針を用いない方式の
ものを含む。

塗料 ①建築物内装用
鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等の有害金属類を添加していない塗料であって、

VOC含有量1％以下（鉄部用は5％以下）の水性塗料であること。
②建築物外装用
鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等の有害金属類を添加していない塗料であって、粉

体・無溶剤系塗料、水性塗料又はVOC含有量が３０%以下の低VOC塗料（溶剤系）であ
ること。

ダストブロ
ワー

【水準１】
フロン類が使用されていないこと。
ただし、可燃性の高い物質が使用されている場合にあっては、製品に、その取扱いにつ
いての適切な記載がなされていること。

■詳細は、「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針（平成27
年2月）」（国基準）Ｐ19を参照する
こと。

■水準１において使用できる物質
は、二酸化炭素、ジメチルエーテ
ル及びハイドロフルオロオレフィン
（HFO1234ze）等。

チョーク 【水準１】
●再生材料が製品全体重量比で10%以上使用されていること。

■詳細は、「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針（平成27
年2月）」（国基準）Ｐ24を参照する
こと。

グラウンド用
白線

【水準１】
●再生材料が製品全体重量比で70%以上使用されていること。

■詳細は、「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針（平成27
年2月）」（国基準）Ｐ24を参照する
こと。

〔その他〕
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品名 環境配慮仕様 備考
トイレット
ペーパー

ティッシュ
ペーパー

品名 環境配慮仕様 備考
毛布 【水準１】

○使用される繊維（天然繊維及び化学繊維）のうち、ポリエステル繊維を使用した製品
については、次のいずれかの要件を満たすこと。
①再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使
用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50%未
満の場合は、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で
10%以上かつポリエステル繊維重量比で50%以上使用されていること。
②再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使
用されていることかつ製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイクルされるためのシ
ステムがあること。

【水準２】
①製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
②再生PET樹脂から得られるポリエステル以外の繊維については、可能な限り未利用
繊維又は反毛繊維が使用されていること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の
負荷低減に配慮されていること。

■詳細は、「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針（平成27
年2月）」（国基準）Ｐ136～137を
参照すること。

■「再生PET樹脂」とは、PETボト
ル又は繊維製品等を原材料とし
て再生利用されるものをいう。

■「繊維部分全体重量」とは、製
品全体重量からボタン、ファスナ、
ホック、縫糸等の付属品の重量を
除いたものをいう。

カーペット 【水準１】
○タフテッドカーペット・タイルカーペット・織じゅうたんの場合にあっては、未利用繊維、
リサイクル繊維、再生プラスチック及びその他の再生材料の合計重量が製品全体重量
比で25%以上使用されていること。

○ニードルパンチカーペットの場合にあっては、次のいずれかの要件を満たすこと。
①未利用繊維、リサイクル繊維、再生プラスチック及びその他の再生材料の合計重量が
製品全体重量比で25%以上使用されていること。
②植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満た
すこと。
ア．植物を原料とする生分解性の合成繊維又はプラスチックであって環境負荷低減効
果が確認されたものが製品全体重量比で25%以上使用されていること。
イ．植物を原料とする非生分解性の合成繊維又はプラスチックであって環境負荷低減
効果が確認されたものが、製品全体重量比で25%以上使用されていること。
ウ．植物を原料とする非生分解性の合成繊維又はプラスチックであって環境負荷低減
効果が確認されたものが、製品全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、製品
使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

【水準２】
①製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の
負荷低減に配慮されていること。

■詳細は、「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針（平成27
年2月）」（国基準）Ｐ134～135を
参照すること。

■詳細は「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針（平成27
年2月）」（国基準）Ｐ13～14を参
照すること。

４．衛生用紙

５．衣料品等

【水準１】
○古紙パルプ配合率100%であること。

【水準２】
○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の
負荷低減に配慮されていること。
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被服・貸与
被服

【水準１】
①使用される繊維（天然繊維及び化学繊維）のうち、ポリエステル繊維を使用した製品
については、次のいずれかの要件を満たすこと。
ア．再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、裏生地を除く繊維部分全体重量比
で25%以上使用されていること。ただし、裏生地を除く繊維部分全体重量に占めるポリエ
ステル繊維重量が50%未満の場合は、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、
繊維部分全体重量比で10%以上かつ裏生地を除くポリエステル繊維重量比で50%以上
使用されていること。
イ．再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使
用されていることかつ製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイクルされるためのシ
ステムがあること。
②使用される繊維（天然繊維及び化学繊維）のうち、植物を原料とする合成繊維を使用
した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。
ア．植物を原料とする生分解性の合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたも
のが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及
び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
イ．植物を原料とする非生分解性の合成繊維であって環境負荷低減効果が確認された
ものが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること
ウ．植物を原料とする非生分解性の合成繊維であって環境負荷低減効果が確認された
ものが、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収
及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

【水準２】
①製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
②再生PET樹脂から得られるポリエステル又は植物を原料とする合成繊維であって環
境負荷低減効果が確認されたもの以外の繊維については、可能な限り未利用繊維又
は反毛繊維が使用されていること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易で、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷
低減に配慮されていること。

■詳細は、「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針（平成27
年2月）」（国基準）Ｐ129～131を
参照すること。

■知事部局の貸与被服について
は、本項にかかわらず、総務局通
知「被服貸与品のうち総務局長の
定める制式」に定められた仕様に
従うこと。公営企業局の貸与被服
については、本項を適用する。

作業用手袋 【水準１】
○次のいずれかの要件を満たすこと。
①使用される繊維（天然繊維及び化学繊維）のうち、ポリエステル繊維を使用した製品
については、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、製品全体重量比（すべり
止め塗布加工部分を除く。）で50%以上使用されていること。
②ポストコンシューマ材料からなる繊維が、製品全体重量比（すべり止め塗布加工部分
を除く。）で50%以上使用されていること。

【水準２】
①未利用繊維又は反毛繊維が可能な限り使用されていること（すべり止め塗布加工部
分を除く。）。
②漂白剤を使用していないこと。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易で、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷
低減に配慮されていること。

■詳細は、「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針（平成27
年2月）」（国基準）Ｐ141を参照す
ること。

■「ポストコンシューマ材料」とは、
製品として使用された後に、廃棄
された材料又は製品をいう。

集会用テント 【水準1】
○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維）のうち、ポリエステル繊維を使用した製品
については、次のいずれかの要件を満たすこと。
①再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使
用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50%未
満の場合は、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で
10%以上かつポリエステル繊維重量比で50%以上使用されていること。
②再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使
用されていることかつ製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイクルされるためのシ
ステムがあること。

【水準２】
①製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の
負荷低減に配慮されていること。

■詳細は、「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針（平成27
年2月）」（国基準）Ｐ142～143を
参照すること。

ブルーシー
ト

【水準1】
○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維）のうち、ポリエチレン繊維を使用した製品に
ついては、再生ポリエチレン繊維が繊維部分全体重量比で50%以上使用されているこ
と。

【水準２】
○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の
負荷低減に配慮されていること。

■詳細は「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針（平成27
年2月）」（国基準）Ｐ142～143を
参照すること。
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モップ 【水準1】
次のいずれかの要件を満たすこと。
①未利用繊維、リサイクル繊維及びその他の再生材料の合計重量が繊維部分全体重
量比で25%以上使用されていること。
②未利用繊維、リサイクル繊維及びその他の再生材料の合計重量が繊維部分全体重
量比で10%以上使用されていることかつ製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイク
ルされるためのシステムがあること。

【水準２】
①製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の
負荷低減に配慮されていること。
②製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

■詳細は「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針（平成27
年2月）」（国基準）Ｐ148～149を
参照すること。

■詳細は「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針（平成27
年2月）」（国基準）Ｐ146～147を
参照すること。

■「繊維部分全体重量」とは、製
品全体重量から棹、金属部品等
の付属品の重量を除いたものを
いう。

■「環境負荷低減効果が確認さ
れたもの」とは、製品のライフサイ
クル全般にわたる環境負荷につ
いてトレードオフを含め定量的、
客観的かつ科学的に分析・評価
し、第三者のLCA専門家等により
環境負荷低減効果が確認された
ものをいう。

旗・のぼり・
幕

【水準1】
①使用される繊維(天然繊維及び化学繊維）のうち、ポリエステル繊維を使用した製品
については、次のいずれかの要件を満たすこと。
ア．再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使
用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50%未
満の場合は、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で
10%以上かつポリエステル繊維重量比で50%以上使用されていること。
イ．再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使
用されていることかつ製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイクルされるためのシ
ステムがあること。
②植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、植物を原料とする合成繊維
であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25%以上使用
されていること。

【水準２】
①臭素系防炎剤の使用が可能な限り削減されていること。
②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の
負荷低減に配慮されていること。
③製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
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品名 環境配慮仕様 備考
ペットボトル
飲料水

【水準１】
①賞味期限が5年以上であること。
②製品及び梱包用外箱に名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法及び製造者
名が記載されていること。

【水準２】
①回収・再生利用による廃棄物排出抑制等に係る仕組みがあること。
②容器（ボトル）については、可能な限り軽量化・薄肉化が図られていること。
③使用するボトル、ラベル・印刷、キャップ等については、使用後の再処理、再利用適
性に優れた容器とするための環境配慮設計がなされていること。

食料（缶詰・
アルファ化
米・
保存パン・
乾パン）

【水準１】
①賞味期限が5年以上であること。
②製品及び梱包用外箱に、名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法及び製造
者名が記載されていること。

【水準２】
○回収・再生利用による廃棄物排出抑制等に係る仕組みがあること。

食料（栄養
調整食品・フ
リーズドライ
食品）

【水準１】
①賞味期限が3年以上であること。
②製品及び梱包用外箱に、名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法
及び製造者名が記載されていること。

【水準２】
○回収・再生利用による廃棄物排出抑制等に係る仕組みがあること。

■詳細は、「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針（平成27
年2月）」（Ｐ156～157）を参照する
こと。

■【水準１】の対象とする「ペットボ
トル飲料水」及び「食料」は、災害
用に長期保管する目的で調達す
るものとする。

■個別の業務において使用する
目的で購入した物品を災害用に
利活用する場合は、災害備蓄用
品の対象から除外することとする。

■【水準１】の②の原材料名につ
いては、梱包用外箱には適用し
ない。

■更新又は廃棄の際に発生する
食品ロスの削減に努めること。食
品ロス削減の工夫については、付
属資料４を参照のこと。

６．災害備蓄用品
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品名 環境配慮仕様 備考

７．什器（オフィス家具）

★
オフィス家具
（椅子、机、
棚、収納用
什器【棚以
外】、ロー
パーティショ
ン、コートハ
ンガー、傘
立て、掲示
板、黒板、ホ
ワイトボード）

 

【水準１】
○大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器にあっては①及び⑤の要件を、そ
れ以外の場合にあっては、金属を除く主要材料が、プラスチックの場合は②及び⑤、木
質の場合は③及び⑤、紙の場合は④及び⑤の要件を満たすこと。また、主要材料以外
の材料に木質が含まれる場合は③ア、紙が含まれる場合は④イの要件をそれぞれ満た
すこと。
①表１に示された区分の製品にあっては、次のア、イ及びウの要件を、それ以外の場合
にあっては、イ及びウの要件を満たすこと。
ア．区分ごとの基準を上回らないこと。
イ．単一素材分解可能率が85%以上であること。
ウ．表２の評価項目ごとに評価基準に示された環境配慮設計がなされていること。
②再生プラスチックがプラスチック重量の10%以上使用されていること、又は植物を原料
とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものがプラスチック重量の
25%以上使用されていること。
③次の要件を満たすこと。
ア．間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること、又は原料の原
木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照
らして手続が適切になされたものであること。
イ．材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02mg/㎡h以下又はこれと同等のもの

■詳細は、『環境物品等の調達に
関する基本方針（平成27年2月）』
（P26～28）を参照すること。

■環境配慮仕様における表につ
いては、「資料編Ｐ１～２」より引用
すること。

■ 棚板の機能重量の基準は、収
納庫及び書架・軽量棚・中量棚の
棚板に適用される。

■「大部分の材料が金属類」と
は、製品に使用されている金属類
が製品全体重量の95%以上である
ものをいい、棚・収納用什器に適
用される。

■「再生プラスチック」とは、製品と
して使用された後に廃棄されたプ
ラスチック及び製造工程の廃棄
ルートから発生するプラスチック端
材又は不良品を再生利用したも
のをいう（ただし、原料として同一
工程利用されるものは除く。）。

■ホルムアルデヒドの放散速度に
ついては、JIS S 1031：日本工業
規格「オフィス用机・テーブル」に
適合するもの、JIS S 1032：日本工
業規格「オフィス用いす」に適合
するもの、JIS S 1039：日本工業規
格「書架・物品棚」に適合するも
の、及びJIS S 1033：日本工業規
格「オフィス用収納家具」に適合
するものは基準を満たす。なお、
日本農林規格において放散速度
が規定されている木質材料につ
いては、F☆☆☆の基準値以下の
ものが基準を満たす。

④次の要件を満たすこと。
ア．紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。
イ．紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採
に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続
が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び
合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造された
バージンパルプには適用しない。
⑤保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後5年以上とすること。

【水準2】
①修理及び部品交換が容易である等長期間の使用が可能な設計がなされている、又
は､分解が容易である等部品の再使用若しくは素材の再生利用が容易になるような設
計がなされていること。特に金属部分については、資源の有効な利用の促進に関する
法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」という。）の判断の基準を踏ま
え、製品の長寿命化及び省資源化又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなさ
れていること。
②使用される塗料は、粉体塗料、水性塗料等の有機溶剤及び臭気が可能な限り少な
いものであること。
③使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は
再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
④材料に木質が含まれる場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が
営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材、合板・製材工場から
発生する端材等の再生資源である木材は除く。
⑤材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料
の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただ
し、間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバー
ジンパルプを除く。
⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の
負荷低減に配慮されていること。
⑦包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
⑧鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、特定の臭素系難燃剤（ポリブロモビフェニル、ポリブ
ロモジフェニルエーテル）を極力含まないこと。
⑨ホルムアルデヒドの発散量が少ないこと。
⑩トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン及びスチレンの発散量が
可能な限り少ないこと。
⑪椅子については、容易に部品を交換できること。
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品名 環境配慮仕様 備考
コピー機、ス
キャナー、複
合機、デジタ
ルコピー機、
プリンタ、
ファクシミリ
＜共通＞

【水準2】
①使用される電池には、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物が含まれないこ
と。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理され
る場合は、この限りでない。
②分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又はプラス
チック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の
負荷低
減に配慮されていること。
⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
⑥製品の素材表示がなされていること。

■国際エネルギースタープログラ
ム及び同適合製品については、
下記国際エネルギースタープログ
ラムのホームページを参照してく
ださい。

●制度要綱と運用細則⇒
http://www.energystar.jp/prod/o
utline.html）

●製品・事業者検索⇒
http://www.energystar.jp/cgi-
bin/enestar/pub_productsJ.php

スキャナー 【水準１】
①国際エネルギースタープログラム（Ver.2.0）の基準に適合していること。
②鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化
合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルが含有基準値を超え
ないこと。

■詳細は、『環境物品等の調達に
関する基本方針（平成27年2月）』
（P44～46）を参照すること。

■鉛等の含有率基準値について
は、JIS C 0950：2008（電気・電子
機器の特定の化学物質の含有表
示方法）の付属書A.1に定める基
準値とし、基準値を超える含有が
許容される項目については、附属
書Bに準ずるものとする。

■詳細は、『環境物品等の調達に
関する基本方針（平成27年2月）』
（P29～35）を参照すること。

■【水準１】＜共通事項＞①につ
いては、本体機器への影響や印
刷品質に問題がなく使用できる用
紙であることが前提となる。

■「複合機」とは、コピー機能に加
えて、プリント、ファクシミリ送信又
はスキャンのうち、1以上の機能を
有する機器をいう。

※１…鉛等の含有率基準値について
は、JIS C 0950：2008（電気・電子機
器の特定の化学物質の含有表示方
法）の付属書Aの表A.1に定める基準
値とし、基準値を超える含有が許容さ
れる項目については、附属書Bに準
ずるものとする。

※２･･･「希少金属類」とは、昭和59年
8月の通商産省鉱業審議会レアメタ
ル総合対策特別小委員会において
特定された31鉱種（希土類は17元素
を1鉱種として考慮）の金属をいう。

８．画像機器等

【水準１】
＜共通事項＞
①使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用すること
が可能であること。
②次のいずれかの要件を満たすこと。
ア．リユースに配慮したコピー機及び複合機並びに拡張性のあるデジタルコピー機（以
下「コピー機等」という。）であること｡
イ．鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム
化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルが含有基準値を超
えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。
※１
③使用済製品の回収及び部品の再使用又は材料のマテリアルリサイクルのシステムが
あること。また、回収した機器の再使用又は再生利用できない部分については、減量化
等が行われた上で適正処理され、単純埋立されないこと。

＜個別事項＞
国際エネルギースタープログラム（Ver.2.0）の基準に適合していること。

【水準２】
①資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、部品の再使用のための設計上の工夫
がなされていること。特に希少金属類※２　を含む部品の再使用のための設計上の工夫
がなされていること。
②紙の使用量を削減できる機能を有すること。

コピー機、複
合機、デジタ
ルコピー機

※１ ※
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プリンタ、プリ
ンタ複合機

【水準１】
①国際エネルギースタープログラム（Ver.2.0）の基準に適合していること。
②使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用すること
が可能であること。
③鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化
合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルが含有基準値を超え
ないこと。

【水準2】
紙の使用量を削減できる機能を有すること。

■詳細は、『環境物品等の調達に
関する基本方針（平成27年2月）』
（P36～40）を参照すること。

■鉛等の含有率基準値について
は、JIS C 0950：2008（電気・電子
機器の特定の化学物質の含有表
示方法）の付属書Aの表A.1に定
める基準値とし、基準値を超える
含有が許容される項目について
は、附属書Bに準ずるものとする。

ファクシミリ 【水準１】
①国際エネルギースタープログラム（Ver.2.0）の基準に適合していること。
②鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化
合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルが含有基準値を超え
ないこと。

■詳細は、『環境物品等の調達に
関する基本方針（平成27年2月）』
（P41～43）を参照すること。

■鉛等の含有率基準値について
は、JIS C 0950：2008（電気・電子
機器の特定の化学物質の含有表
示方法）の付属書A.1に定める基
準値とし、基準値を超える含有が
許容される項目については、附属
書Bに準ずるものとする。
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★プロジェク
タ

トナーカート
リッジ

【水準１】
①使用済トナーカートリッジの回収及びマテリアルリサイクルのシステムがあること。
②回収したトナーカートリッジ部品の再使用・マテリアルリサイクル率が回収した使用済
製品全体質量（トナーを除く）の50%以上であること。
③回収したトナーカートリッジ部品の再資源化率が回収した使用済製品全体質量（ト
ナーを除く）の95%以上であること。
④回収したトナーカートリッジ部品の再使用又は再生利用できない部分については、減
量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立されないこと。
⑤トナーの化学安全性が確認されていること。
⑥感光体は、カドミウム、鉛、水銀、セレン及びその化合物を処方構成成分として含まな
いこと。
⑦使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用すること
が可能であること。

【水準２】
①回収したトナーカートリッジのプラスチックが、材料又は部品として再びトナーカート
リッジに使用される仕組みがあること。
②各種システムの構築及び再資源化率等に係る判断の基準を満たすことを示す証明
書等を備えていること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の
負荷低減に配慮されていること。

■詳細は「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針（平成27
年2月）」Ｐ50～53を参照すること。

■詳細は、『環境物品等の調達の
推進に関する基本方針(平成27年
2月)』（P47～49）を参照すること。

■環境配慮仕様における表につ
いては、「資料編Ｐ2～3」より引用
すること。

■鉛等の含有率基準値について
は、JIS C 0950：2008（電気・電子
機器の特定の化学物質の含有表
示方法）の付属書Aの表A.1に定
める基準値とし、基準値を超える
含有が許容される項目について
は、附属書Bに準ずるものとする。
なお、その他付属品等の扱いに
ついてはJIS C 0950：2008に準ず
るものとする。

【水準1】
①製品本体の重量が表１に示された区分ごとの算定式を用いて算出された基準の数値
を上回らないこと。
②消費電力が表２に示された区分ごとの算定式を用いて算出された基準の数値を上回
らないこと。
③待機時消費電力が0.5W以下であること。ただし、ネットワーク待機時は適用外とする。
④光源ランプに水銀を使用している場合は、次の要件を満たすこと。
ア．水銀の使用に関する注意喚起及び適切な廃棄方法に関する情報提供がなされて
いること。
イ．使用済の光源ランプ又は製品を回収する仕組みがあること。
⑤保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後５年以上とすること。
⑥鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化
合物、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテルが含有率基準値を超えない
こと。また、含有情報がウェブ等で容易に確認できること。

【水準２】
①光源ランプの交換時期が3,000時間以上であること。
②可能な限り低騒音であること。
③使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は
再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
④製品の長寿命化及び省資源化又は部品の再使用若しくは原材料の再生利用のため
の設計上の工夫がなされていること。
⑤筐体部分におけるハロゲン系難燃剤の使用が可能な限り削減されていること。
⑥筐体又は部品にプラスチックが使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り
使用されていること。
⑦製品とともに提供されるマニュアルや付属品等が可能な限り削減されていること。
⑧製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の
負荷低減に配慮されていること。
⑨包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
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品名 環境配慮仕様 備考
■【水準１】①～④についての詳
細は、『環境物品等の調達の推進
に関する基本方針(平成27年2
月)』（P54～62）を参照すること。

■「平成２２年３月３１日経済産業
省告示第７４号」については、次
のURLを参照。
（http://www.enecho.meti.go.jp/c
ategory/saving_and_new/saving/s
ummary/pdf/top_runner/06topru
nner_denshikeisanki.pdf）

■PCグリーンラベル認定につい
ては、下記ホームページアドレス
を参照してください。
●マークの概要、基準、マーク表
示商品のリスト（一般社団法人パ
ソコン3R推進協会） ⇒
http://www.pc3r.jp/greenlabel/i
ndex.html

●実施要領等（一般社団法人パ
ソコン3R推進協会） ⇒
http://www.pc3r.jp/greenlabel/p
oint.html

●PCグリーンラベル適合製品（一
般社団法人パソコン3R推進協会）
⇒
http://www.pc3r.jp/greenlabel/e
coproduct.html

※･･･搭載機器・機能の簡素化と
は、次のことをいう。
○内蔵モデム、無線LAN、
CD/DVD、BD ドライブ等は非搭
載（カスタマイズ可能）であること。
○USB インターフェースが2 つ以
上あること。
○赤外線通信ポート、シリアル
ポート、パラレルポート、PC カー
ド、S-ビデオ端子等は装備されて
いないこと。

９．電子計算機等

電子計算機 【水準1】
①サーバー型電子計算機にあっては、次のいずれかの要件を満たすこと。
ア. 購入の年度においてエネルギー使用の合理化に関する法律に基づく平成２２年３
月３１日経済産業省告示第７４号の判断基準（トップランナー基準）達成率が180以上で
あること。ただし、CPUの種別が専用CISCの場合は、エネルギー消費効率が基準エネ
ルギー消費効率を上回らないこと。
イ. 国際エネルギースタープログラム（平成２６年７月施行Ver.6.0）の基準に適合してい
ること。
②クライアント型電子計算機にあっては、次のいずれかの要件を満たすこと。
ア. 購入の年度においてエネルギー使用の合理化に関する法律に基づく平成２２年３
月３１日経済産業省告示第７４号の判断基準（トップランナー基準）達成率が200以上で
あること。
イ.  国際エネルギースタープログラム（平成２６年７月施行Ver.6.0）の基準に適合してい
ること。
③特定の化学物質（鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化
合物、六価クロム化合物、PBB、PBDE）は、含有率基準値を超えないこと。また、当該化
学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。
④一般行政事務用ノートパソコンの場合にあっては、搭載機器・機能の簡素化※がなさ
れていること。
⑤PCグリーンラベル認定対象機器の場合は、ＰＣグリーンラベルの認定を受けているこ
と。
⑥上記ラベルの表示がカタログ、梱包箱、ホームページ等で確認できること。

【水準2】
①資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は部
品の再使用若しくは原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
②一般行政事務用ノートパソコンにあっては、二次電池（バッテリ）の駆動時間が必要以
上に長くないこと。
③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること。
④筐体又は部品にプラスチックが使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り
使用されていること、又は、植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が
確認されたものが可能な限り使用されていること。
⑤筐体又は筐体部品にマグネシウム合金が使用される場合には、再生マグネシウム合
金が可能な限り使用されていること。
⑥製品とともに提供されるマニュアルやリカバリCD等の付属品が可能な限り削減されて
いること。
⑦製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の
負荷低減に配慮されていること。
⑧包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
⑨製品の素材表示がなされていること。
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東京都グリーン購入ガイド
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磁気ディスク
装置

【水準１】
購入の年度においてエネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく平成２２年３月
３１日経済産業省告示第７５号の判断基準（トップランナー基準）に示す数値（W/GB）を
上回らないものであること。

【水準２】
①使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は
再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
②分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がな
されていること。
③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラ
スチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されているこ
と。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の
負荷低減に配慮されていること。

■詳細については、『環境物品等
の調達に関する基本方針（平成
27年2月）』（P63～65）を参照する
こと。
■平成２２年３月３１日経済産業
省告示第７５号については、次の
URLを参照。
（http://www.enecho.meti.go.jp/c
ategory/saving_and_new/saving/s
ummary/pdf/top_runner/07topru
nner_zikidisuku.pdf）
■トップランナー制度について
は、資源エネルギー庁ホーム
ページ（URL：
http://www.enecho.meti.go.jp/ca
tegory/saving_and_new/saving/00
3/）で確認可能
■省エネルギー性能について
は、省エネラベリング制度におい
て省エネ基準達成率（１００％超）
により判別可能
（省エネルギーセンターホーム
ページ⇒
http://www.eccj.or.jp/labeling/0
1_02.html参照）

品名 環境配慮仕様 備考
★シュレッ
ダー

【水準１】
①待機時消費電力が、1.5W以下であること。
②低電力モード又はオフモードへの移行時間は、出荷時に10分以内にセットされてい
ること。
【水準２】
①鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化
合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルが含有基準値を超え
ないこと。
②使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は
再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
③分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がな
されていること。
④一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラ
スチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されているこ
と。
⑤裁断された紙の減容及び再生利用の容易さに配慮されていること。
⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の
負荷低減に配慮されていること。
⑦包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

■詳細は、『環境物品等の調達の
推進に関する基本方針」（平成27
年2月）』（P70～71）を参照するこ
と。

■環境配慮仕様における表につ
いては、「資料編Ｐ3」より引用する
こと。

■鉛等の含有率基準値について
は、JIS C 0950：2008（電気・電子
機器の特定の化学物質の含有表
示方法）の付属書Aの表A.1に定
める基準値とし、基準値を超える
含有が許容される項目について
は、附属書Bに準ずるものとする。

掛時計 【水準１】
○次のいずれかの要件を満たすこと。
①太陽電池及び小形充電式電池（二次電池）を有し、一次電池を使用せず作動するも
のであること。
②太陽電池及び一次電池が使用される場合には、通常の使用状態で一次電池が5年
以上使用できるものであること。
③一次電池のみで使用される場合には、電池が5年以上使用できるものであること。

【水準２】
①使用される一次電池の個数が、可能な限り少ないこと。
②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されてい
ること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の
負荷低減に配慮されていること。

■詳細は、「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針（平成27
年2月）」（国基準）Ｐ74を参照する
こと。

１０．オフィス機器等
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東京都グリーン購入ガイド
（2015年4月1日施行）

電子卓上計
算機

【水準1】
・使用電力の50%以上が太陽電池から供給されること。
・再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。

【水準２】
製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負
荷低減に配慮されていること｡

■詳細は、「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針」（平成27
年2月）P75を参照すること。

★一次電池
又は小形充
電式電池

【水準１】
次のいずれかの要件を満たすこと。
①一次電池にあっては、表に示された負荷抵抗の区分ごとの最小平均持続時間を下回
らないこと。
②小形充電式電池（二次電池）であること。

【水準２】
①使用済みの小形充電式電池の回収システムがあり、再使用又は再生利用されない部
分については適正処理されるシステムがあること。
②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の
負荷低減に配慮されていること。

■詳細は、『環境物品等の調達の
推進に関する基本方針(平成27年
2月)』（P76～77）を参照すること。

■環境配慮仕様における表につ
いては、「資料編Ｐ4」より引用する
こと。

ボタン電池 【水準１】
　なし

【水準２】
　水銀を使用していないこと。
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東京都グリーン購入ガイド
（2015年4月1日施行）

品名 環境配慮仕様 備考

１１．移動電話等

★携帯電
話、PHS、ス
マートフォン

■詳細については、『環境物品等
の調達に関する基本方針（平成
27年2月）』（P78～80）を参照する
こと。

■環境配慮仕様における表につ
いては、「資料編Ｐ5～6」より引用
すること。

※…「搭載機器・機能の簡素化」
とは、可能な限り通話及びメール
機能等に限定することとする。

【水準1】
①携帯電話又はPHSにあっては、ア又はイのいずれかの要件を満たすこと。
ア．搭載機器・機能の簡素化※がなされていること。
イ．機器本体を交換せずに、端末に搭載するアプリケーションのバージョンアップが可
能となる取組がなされていること。
②分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がな
されていることなど、表に掲げる評価基準に示された環境配慮設計がなされていること。
環境配慮設計の実施状況については、その内容がウエブサイトをはじめ環境報告書等
により公表され、容易に確認できること。
③使用済移動電話の回収及びマテリアルリサイクルのシステムがあること。回収及びマ
テリアルリサイクルのシステムについては、取組効果の数値が製造事業者、通信事業者
又は販売事業者等のウエブサイトをはじめ環境報告書等により公表され、容易に確認
できること。
④回収した移動電話部品の再使用又は再生利用できない部分については、製造事業
者、通信事業者又は販売事業者において適正処理されるシステムがあること。
⑤バッテリー等の消耗品について、製造事業者、通信事業者又は販売事業者において
修理するシステム、及び更新するための部品を保管するシステムがあること（製品製造
終了後６年以上保有）。
⑥鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化
合物、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテルが含有率基準値を超えない
こと。また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。

【水準２】
①製品の省電力化や充電器の待機時消費電力の低電力化等による省エネルギー化が
なされていること。
②筐体又は部品に希少金属類が使用されている場合、希少金属類を可能な限り減量
または代替する取組がなされていること。
③機器本体や消耗品以外の部品についても、修理するシステム、及び更新するための
部品を保管するシステムがあること。
④筐体部分におけるハロゲン系難燃剤の使用が可能な限り削減されていること。
⑤筐体又は部品（充電器含む。）にプラスチックが使用される場合には、再生プラスチッ
クが可能な限り使用されていること。
⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の
負荷低減に配慮されていること。
⑦包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
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品名 環境配慮仕様 備考

蛍光灯照明
器具

【水準１】
①次のいずれかの要件を満たすこと。
ア．使用用途が施設用又は卓上スタンド用にあっては、購入の年度においてエネル
ギー使用の合理化に関する法律に基づく平成２２年３月１９日経済産業省告示第５４号
の判断基準（トップランナー基準）に示す基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
イ．使用用途が家庭用にあっては、購入の年度においてエネルギー使用の合理化に関
する法律に基づく平成２２年３月１９日経済産業省告示第５４号の判断基準（トップラン
ナー基準）に示す基準エネルギー消費効率に127/100を乗じて小数点以下1桁未満の
端数を切り上げた数値を下回らないこと。
②特定の化学物質（鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化
合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル、並びにポリブロモジフェニルエーテル）
が含有率基準値を超えないこと。また、含有情報がウェブ等で容易に確認できること。

【水準２】
①初期照度補正制御、人感センサ制御、あかるさセンサ制御等の省エネルギー効果の
高い機能があること。
②分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がされていること。
③使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の
負荷低減に配慮されていること。

■詳細は、『環境物品等の調達の
推進に関す基本方針(平成27年2
月)』（P110～113）を参照するこ
と。

■「平成２２年３月１９日経済産業
省告示第５４号」については、次
のURLを参照。
（http://www.enecho.meti.go.jp/c
ategory/saving_and_new/saving/s
ummary/pdf/top_runner/03topru
nner_syoumeikigu.pdf）

■【水準１】の①のイは、統一省エ
ネラベルの「４つ星以上」に相当。

■安全上の問題等によりHfイン
バータ方式器具の設置が適さな
いと判断した場合や、特殊な用途
に使用される器具等、市場にHfイ
ンバータ器具が存在しない場合
は、この限りではない。

■鉛等の含有率基準値について
は、JIS C 0950：2008（電気・電子
機器の特定の化学物質の含有表
示方法）の付属書Aの表A.1に定
める基準値とし、基準値を超える
含有が許容される項目について
は、附属書Bに準ずるものとする。
なお、その他付属品等の扱いに
ついてはJIS C 0950：2008に準ず
るものとする。

ＬＥＤ照明器
具

■詳細は、『環境物品等の調達の
推進に関する基本方針(平成27年
2月)』（P110～113）を参照するこ
と。

■表について
・「光源色」は、JIS Z 9112（蛍光ラ
ンプ・LEDの光源色及び演色性
による区分）に規定する光源色の
区分に準ずるものとする。
・昼光色、昼白色、白色、温白色
及び電球色以外の光を発するも
のは、本項の「LED照明器具」に
含まれないものとする。
・ダウンライトのうち、光源色が昼
光色、昼白色及び白色であって、
かつ器具埋込穴寸法が300ｍｍ
以下のものについては、固有エネ
ルギー消費効率の基準を85lm/W
以上とする。
・高天井器具のうち、光源色が昼
光色、昼白色及び白色のものに
ついては、固有エネルギー消費
効率の基準を100lm/W以上とす
る。

【水準１】

①固有エネルギー消費効率が下記の表に示された基準を満たすこと。

②演色性は平均演色評価数Raが80以上であること。ただし、ダウンライト及び高天井器
具の場合は、平均演色評価数Raが70以上であること。
③LEDモジュール寿命は40,000時間以上であること。
④特定の化学物質（鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化
合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテル）
が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容
易に確認できること。

【水準２】
①初期照度補正制御、人感センサ制御、あかるさセンサ制御等の省エネルギー効果の
高い機能があること。
②分解が容易である等材料再利用のための設計上の工夫がなされていること。
③使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再利用の容易さ及び廃棄時の負
担軽減に配慮されていること。
⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

１２．照明・家電製品等

光源色 固有エネルギー消費効率

昼光色

昼白色

白色

温白色

電球色

110lm/W以上

75lm/W以上
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ＬＥＤを光源
とした内照式
表示灯

【水準１】
①定格寿命は30，000時間以上であること。
②特定の化学物質（鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化
合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテル）
が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容
易に確認できること。

【水準２】
①分解が容易である等材料再利用のための設計上の工夫がなされていること。
②使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
③プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されてい
ること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再利用の容易さ及び廃棄時の負
担軽減に配慮されていること。
⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。

■詳細は、「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針（平成27
年2月）」（国基準）P110～113を参
照すること。

直管蛍光ラ
ンプ
（大きさの区
分40形蛍光
ランプ）

【水準１】
次のいずれかの要件を満たすこと。
①　Hfインバータ方式器具に使用するランプの場合は、高周波点灯専用形（Hf）である
こと。

②　一般形（ハロ燐酸カルシウム蛍光体使用）蛍光ランプである場合は、次の基準を満
たすこと。
　ア.ランプ効率が80ｌm/W以上であること。
　イ.管径は32.5(±1.5)mm以下であること。
　ウ. 水銀封入量は製品平均10mg以下であること。
　エ. 定格寿命は10,000時間以上であること。
　
③　３波長形蛍光ランプである場合は、次の基準を満たすこと。
　ア. ランプ効率が85ｌm/W以上であること。
　イ. 管径は32.5(±1.5)mm以下であること。
　ウ. 水銀封入量は製品平均 5mg以下であること。
　エ. 定格寿命は10,000時間以上であること。
　オ. 演色性は平均演色評価数Raが８０以上であること。

【水準２】
製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負
荷低減に配慮されていること。

★電球形状
のランプ

【水準1】
○次のいずれかの要件を満たすこと。
①電球形LEDランプである場合は、次の基準を満たすこと。
ア．ランプ効率が表１に示された光源色の区分ごとの基準を満たすこと。ただし、ビーム
開きが90度未満の反射形タイプの場合は、ランプ効率が50lm/W以上であること。
イ．演色性は平均演色評価数Raが70以上であること。
ウ．定格寿命は40,000時間以上であること。ただし、ビーム開きが90度未満の反射形タ
イプの場合は、30,000時間以上であること。
②電球形蛍光ランプである場合は、次の基準を満たすこと。
ア．エネルギー消費効率が表２に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回
らないこと。
イ．水銀封入量は製品平均4mg以下であること。
ウ．定格寿命は6,000時間以上であること。
③上記①、②以外の電球形状のランプである場合は、次の基準を満たすこと。
ア．ランプ効率が50lm/W以上であること。
イ．定格寿命は6,000時間以上であること。

【水準2】
製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易で、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低
減に配慮されていること。

■詳細は、『環境物品等の調達の
推進に関する基本方針(平成27年
2月)』（P114～116）を参照するこ
と。

■環境配慮仕様における表につ
いては、「資料編Ｐ6～7」より引用
すること。

■代替不可能な場合を除き、白
熱球は購入しないこと。
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※・・・【水準１】の⑤については、
ユニット型エアコンディショナー
（パッケージ用のものを除く。）に
適用することとし、鉛等の含有率
基準値については、JIS C 0950：
2008（電気・電子機器の特定の化
学物質の含有表示方法）の付属
書Aの表A.1に定める基準値とし、
基準値を超える含有が許容される
項目については、附属書Bに準ず
るものとする。なお、その他付属
品等の扱いについてはJIS C
0950：2008に準ずるものとする。

エアコン 【水準１】
①家庭用エアコン（直吹式で壁掛け形のもの）のうち、冷房能力が4.0kW以下のものに
ついては、購入の年度においてエネルギー使用の合理化に関する法律に基づく平成２
１年６月２２日経済産業省告示第２１３号の判断基準（トップランナー基準）に示す基準エ
ネルギー消費効率に114/100を乗じて小数点以下一桁未満の端数を切り捨てた数値を
下回らないこと。
②上記①以外の家庭用のエアコンディショナーのうち、冷房能力が4.0kW以上28kW以
下のものについては、購入の年度においてエネルギー使用の合理化に関する法律に
基づく平成２１年６月２２日経済産業省告示第２１３号の判断基準（トップランナー基準）
に示す基準エネルギー消費効率に114/100を乗じて小数点以下一桁未満の端数を切
り捨てた数値を下回らないこと。
③業務の用に供するエアコンディショナーについては、購入の年度においてエネル
ギー使用の合理化に関する法律に基づく平成２１年６月２２日経済産業省告示第２１３号
の判断基準（トップランナー基準）に示す基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
④冷媒及び断熱材発泡剤にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
⑤鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化
合物、ポリブロモビフェニル及びポリブロモジフェニルエーテルが含有基準値を超えな
いこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること※。

【水準２】
①家庭用のエアコンディショナーにあっては、冷媒に使用される物質の地球温暖化係
数は７５０以下であること。業務の用に供するエアコンディショナーにあっては、冷媒に可
能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること。
②資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は材
料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
③製品を設計し、製造する場合は、冷媒の充填量の低減、一層の漏えい防止、回収の
しやすさなどに配慮し、併せてこれらの情報の開示がなされていること。
④プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されてい
ること。
⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の
負荷低減に配慮されていること。
⑥包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
⑦製品の素材表示がなされていること。

■詳細は、『環境物品等の調達の
推進に関する基本方針(平成27年
2月)』（P92～95）を参照すること。

■冷房能力が28ｋWを超えるも
の、ウィンド形・ウォール形・冷房
専用のものは対象外。（ただし、マ
ルチタイプ【１つの室外機に2つ以
上の室内機を接続するもの】は、
50.４ｋWまでが対象となる。）

■【水準１】の①、②は、統一省エ
ネラベルの「４つ星以上」に相当。

■「平成２１年６月２２日経済産業
省告示第２１３号」については、次
のURLを参照
（http://www.enecho.meti.go.jp/c
ategory/saving_and_new/saving/s
ummary/pdf/top_runner/02topru
nner_eakon.pdf）

■省エネルギー性能について
は、省エネラベリング制度におい
て省エネ基準達成率により判別
可能。
（省エネルギーセンターＨＰホー
ムページ
http://www.eccj.or.jp/labeling/0
1_02.html参照）

■統一省エネラベルの対象であ
るものについては、星の数により
判別可能（省エネ型製品情報サ
イト（URL：
https://seihinjyoho.go.jp/で確認
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■鉛等の含有率基準値について
は、JIS C 0950：2008（電気・電子
機器の特定の化学物質の含有表
示方法）の付属書A.1に定める基
準値とし、基準値を超える含有が
許容される項目については、附属
書Bに準ずるものとする。なお、そ
の他付属品等の扱いについては
JIS C 0950：2008に準ずるものと
する。

テレビ 【水準１】
①統一省エネラベルの相対評価が、購入の年度において最も高いもの。（５つ星相当の
製品が市場に複数存在しない場合には４つ星相当、４つ星相当の製品が複数存在しな
い場合には３つ星相当を５つ星相当とみなす。）。
②リモコンの待機時の消費電力が0.5W以下であること。
③鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化
合物、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテルが含有基準率を超えないこ
と。また、当該化学物質の含有情報がウェブ等で容易に確認できること。

【水準２】
①資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は原
材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されてい
ること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の
負荷低減に配慮されていること。
④包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
⑤製品の素材表示がなされていること。
⑥待機時消費電力が少ないもの。

■統一省エネラベルの星の数に
ついては、省エネ型製品情報サ
イト（URL：
https://seihinjyoho.go.jp/）で確
認可能。
■ただし、【水準１】の①につい
て、統一省エネラベルを取得して
いない製品であっても、同等の水
準を満たしている製品について
は、適合品として取扱う。
■鉛等の含有率基準値について
は、JIS C 0950：2008（電気・電子
機器の特定の化学物質の含有表
示方法）の付属書A.1に定める基
準値とし、基準値を超える含有が
許容される項目については、附属
書Bに準ずるものとする。なお、そ
の他付属品等の扱いについては
JIS C 0950：2008に準ずるものと
する。

冷蔵庫（電
気冷蔵庫、
電気冷凍
庫、電気冷
凍冷蔵庫）

【水準１】
①電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵庫については、統一省エネラベルの相対評価が、購
入の年度において最も高いもの。（５つ星相当の製品が市場に複数存在しない場合に
は４つ星相当、４つ星相当の製品が複数存在しない場合には３つ星相当を５つ星相当と
みなす。）。
②電気冷凍庫については、購入の年度においてエネルギー使用の合理化に関する法
律に基づく平成２５年３月１日経済産業省告示第３４号（電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵
庫の場合）又は平成２５年３月１日経済産業省告示第３５号（電気冷凍庫の場合）の判断
基準（トップランナー基準）に示す年間消費電力量（kWh/年）を上回らないものであるこ
と。
③冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていないこと。
④鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化
合物、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテルが含有基準値を超えないこ
と。また、当該化学物質の含有情報がウェブ等で容易に確認できること（電気冷凍庫を
除く。）。※

【水準２】
①資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は原
材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されてい
ること。
③使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易で、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷
低減に配慮されていること。
⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
⑥製品の素材表示がなされていること。

■詳細は、『環境物品等の調達の
推進に関する基本方針(平成27年
2月)』（P81～83）を参照すること。
■以下のいずれかに該当するも
のは本項の水準１の対象とする
「電気冷蔵庫」、「電気冷凍庫」、
及び「電気冷凍冷蔵庫」に含まれ
ないものとする。
①熱電素子を使用するもの
②業務の用に供するために製造
されたもの
③吸収式のもの
■ただし、【水準１】の①につい
て、統一省エネラベルを取得して
いない製品であっても、同等の水
準を満たしている製品について
は、適合品として取扱う。
■「平成２５年３月１日経済産業省
告示第３５号」については、次の
URLを参照。
（http://www.enecho.meti.go.jp/c
ategory/saving_and_new/saving/s
ummary/pdf/top_runner/11topru
nner_denkireitouko.pdf）
■電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵
庫の統一省エネラベルの星の数
については、省エネ型製品情報
サイト（URL：
https://seihinjyoho.go.jp/）で確
認可能。
■電気冷凍庫の省エネルギー性
能については、省エネラベリング
制度において省エネ基準達成率
（１００％超）により判別可能（省エ
ネルギーセンターホームページ⇒
http://www.eccj.or.jp/labeling/0
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ビデオ、
DVDレコー
ダー

【水準１】
購入の年度においてエネルギー使用の合理化に関する法律に基づく平成１１年３月３１
日経済産業省告示第１９６号（ビデオレコーダーの場合）又は平成１９年１１月２６日経済
産業省告示２９０号（地デジ対応DVDレコーダーの場合）の判断基準（トップランナー基
準）に示す値を上回らないものであること。

【水準2】
①製品の素材表示がなされていること。
②部品の再利用や素材の再生利用がしやすいような設計がされていること。
③鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテ）
を極力含まないこと。
④再生プラスチック材が多く使われていること。
⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易で、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷
低減に配慮されていること。

■トップランナー制度について
は、資源エネルギー庁ホーム
ページ（URL：
http://www.enecho.meti.go.jp/ca
tegory/saving_and_new/saving/00
3/）で確認可能

■省エネルギー性能について
は、省エネラベリング制度におい
て省エネ基準達成率（１００％超）
により判別可能
（省エネルギーセンターホーム
ページ→
http://www.eccj.or.jp/labeling/0
1_02.htmlを参照）

電気便座 【水準1】
統一省エネラベルの相対評価が、購入の年度において最も高いもの（５つ星相当の製
品が市場に複数存在しない場合には４つ星相当、４つ星相当の製品が複数存在しない
場合には３つ星相当を５つ星相当とみなす。）。

【水準2】
①製品の素材表示がなされていること。
②部品の再利用や素材の再生利用がしやすいような設計がされていること。
③鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテ
ルを極力含まないこと。
④再生プラスチック材が多く使われていること。
⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易で、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷
低減に配慮されていること。

■ただし、【水準１】について、統
一省エネラベルを取得していない
製品であっても、同等の水準を満
たしている製品については、適合
品として取扱う。

■暖房便座及び温水洗浄便座の
うち貯湯式のものについては、平
成27年度の１年間は経過措置と
し、多段階評価基準の２つ星でも
可

■統一省エネラベルの星の数に
ついては省エネ型製品情報サイト
（URL：
https://seihinjyoho.go.jp/）で確
認可能。

ジャー炊飯
器

【水準1】
購入の年度においてエネルギー使用の合理化に関する法律に基づく平成１８年３月２９
日経済産業省告示第６２号の判断基準（トップランナー基準）に示す年間消費電力量
（kWh/年）を上回らないものであること。

【水準2】
①製品の素材表示がなされていること。
②部品の再利用や素材の再生利用がしやすいような設計がされていること。
③鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテ
ルを極力含まないこと。
④再生プラスチック材が多く使われていること。
⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易で、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷
低減に配慮されていること。

■「平成１８年３月２９日経済産業
省告示第６２号」については、次
のURLを参照。
（http://www.enecho.meti.go.jp/c
ategory/saving_and_new/saving/s
ummary/pdf/top_runner/19topru
nner_zyasuihanki.pdf）

■トップランナー制度について
は、資源エネルギー庁ホーム
ページ（URL：
http://www.enecho.meti.go.jp/ca
tegory/saving_and_new/saving/00
3/）で確認可能

■省エネルギー性能について
は、省エネラベリング制度におけ
る省エネ基準達成率（１００％超）
により判別可能
（省エネルギーセンターホーム
ページ⇒
http://www.eccj.or.jp/labeling/0
1_02.html参照）
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ストーブ 【水準1】
購入の年度においてエネルギー使用の合理化に関する法律に基づく平成１８年３月２９
日経済産業省告示第５５号の判断基準（トップランナー基準）に示す熱効率（%）を下回
らないものであること。

【水準2】
①製品の素材表示がなされていること。
②部品の再利用や素材の再生利用がしやすいような設計がされていること。
③鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテ
ルを極力含まないこと。
④再生プラスチック材が多く使われていること。
⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易で、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷
低減に配慮されていること。

■詳細については、『環境物品等
の調達に関する基本方針（平成
27年2月）』（P98～99）を参照する
こと。

■「平成１８年３月２９日経済産業
省告示第５５号」については、次
のURLを参照。
（http://www.enecho.meti.go.jp/c
ategory/saving_and_new/saving/s
ummary/pdf/top_runner/12topru
nner_sutobu.pdf）

■トップランナー制度について
は、資源エネルギー庁ホーム
ページ（URL：
http://www.enecho.meti.go.jp/ca
tegory/saving_and_new/saving/00
3/）で確認可能

■省エネルギー性能について
は、省エネラベリング制度におけ
る省エネ基準達成率（１００％超）
により判別可能
（省エネルギーセンターホーム
ページ⇒
http://www.eccj.or.jp/labeling/0
1_02.html参照）

電子レンジ ■詳細については、『環境物品等
の調達に関する基本方針（平成
27年2月）』（P90～91）を参照する
こと。
■「平成１８年３月２９日経済産業
省告示第６３号」については、次
のURLを参照。
（http://www.enecho.meti.go.jp/c
ategory/saving_and_new/saving/s
ummary/pdf/top_runner/20topru
nner_denshirenji.pdf）
■トップランナー制度について
は、資源エネルギー庁ホーム
ページ（URL：
http://www.enecho.meti.go.jp/ca
tegory/saving_and_new/saving/00
3/）で確認可能
■省エネルギー性能について
は、省エネラベリング制度におけ
る省エネ基準達成率（１００％超）
により判別可能
（省エネルギーセンターホーム
ページ⇒
http://www.eccj.or.jp/labeling/0
1_02.html参照）
■鉛等の含有率基準値について
は、JIS C 0950：2008（電気・電子
機器の特定の化学物質の含有表
示方法）の付属書Aの表A.1に定
める基準値とし、基準値を超える
含有が許容される項目について
は、附属書Bに準ずるものとする。
なお、その他付属品等の扱いに
ついてはJIS C 0950：2008に準ず
るものとする。

【水準1】
①購入の年度においてエネルギー使用の合理化に関する法律に基づく平成１８年３月
２９日経済産業省告示第６３号の判断基準（トップランナー基準）に示す年間消費電力
量（kWh/年）を上回らないものであること。
②待機時消費電力が0.05W未満であること。
③鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化
合物、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテルが含有基準値を超えないこ
と。また、当該化学物質の含有情報がウェブ等で容易に確認できること。

【水準2】
①製品の素材表示がなされていること。
②部品の再利用や素材の再生利用がしやすいような設計がされていること。
③再生プラスチック材が多く使われていること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易で、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷
低減に配慮されていること。
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給湯(茶）
器、温水器

【水準１】
①ヒートポンプ式電気給湯器（成績係数（COP）が３．５以上のものに限る。）、ガス潜熱
回収型給湯器又は石油潜熱回収型給湯器であること。ただし、施設設備上の理由等に
より物理的に設置が困難な場合は、次の1又は2の基準を満たすこと。

　1 ガス温水器又は石油温水器の場合は、購入の年度においてエネルギー使用の合
理化に関する法律に基づく平成１８年３月２９日経済産業省告示第５７号（ガス温水器の
場合）又は平成１８年３月２９日経済産業省告示第５８号（石油温水器の場合）の判断基
準（トップランナー基準）に示す熱効率を下回らないものであること。
　2　電気給湯器の場合は、通電制御型電気温水器であること。
②ヒートポンプ式電気給湯器の場合、冷媒にフロン類が使用されていないこと。

【水準2】
①冷媒に可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること。
②製品の素材表示がなされていること。
③部品の再利用や素材の再生利用がしやすいような設計がされていること。
④鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB類 、PBDE類ポリブロモビフェニル、ポリブロモ
ジフェニルエーテルを極力含まないこと。
⑤再生プラスチック材が多く使われていること。
⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易で、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷
低減に配慮されていること。

■「平成１８年３月２９日経済産業
省告示第５７号及び第５８号」につ
いては、次のURLを参照。
※１･･･ガス温水器：
http://www.enecho.meti.go.jp/ca
tegory/saving_and_new/saving/su
mmary/pdf/top_runner/14toprun
ner_gasuonsuiki.pdf
※２･･･石油温水器：
http://www.enecho.meti.go.jp/ca
tegory/saving_and_new/saving/su
mmary/pdf/top_runner/15toprun
ner_sekiyuonsuikiki.pdf

■トップランナー制度について
は、資源エネルギー庁ホーム
ページ（URL：
http://www.enecho.meti.go.jp/ca
tegory/saving_and_new/saving/00
3/）で確認可能

■省エネルギー性能について
は、省エネラベリング制度におけ
る省エネ基準達成率（１００％超）
により判別可能
（省エネルギーセンターホーム
ページ⇒
http://www.eccj.or.jp/labeling/0
1_02.html参照）

■冷水器、ウォータークーラーな
どの水を冷やして給水する機器
については、水準１②及び水準２
を準用すること。

ガス調理機
器

■詳細については、『環境物品等
の調達に関する基本方針（平成
27年2月）』（P107～109）を参照す
ること。
■「平成１８年３月告示第５６号」に
ついては、次のURLを参照。
（http://www.enecho.meti.go.jp/c
ategory/saving_and_new/saving/s
ummary/pdf/top_runner/13topru
nner_gasutyouri.pdf）
■トップランナー制度について
は、資源エネルギー庁ホーム
ページ（URL：
http://www.enecho.meti.go.jp/ca
tegory/saving_and_new/saving/00
3/）で確認可能
■省エネルギー性能について
は、省エネラベリング制度におけ
る省エネ基準達成率（１００％超）
により判別可能（省エネルギーセ
ンターホームページ⇒
http://www.eccj.or.jp/labeling/0
1_02.html参照）

【水準1】
①こんろ部にあっては、購入の年度においてエネルギー使用の合理化に関する法律に
基づく経済産業省平成１８年３月告示第５６号の判断基準（トップランナー基準）に示す
熱効率（%）を下回らないものであること。
②グリル部及びオーブン部にあっては、購入の年度においてエネルギー使用の合理化
に関する法律に基づく経済産業省平成１８年３月告示第５６号の判断基準（トップラン
ナー基準）に示すガス消費量（Wh)を上回らないものであること。

【水準2】
①製品の素材表示がなされていること。
②部品の再利用や素材の再生利用がしやすいような設計がされていること。
③鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテ
ルを極力含まないこと。
④再生プラスチック材が多く使われていること。
⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易で、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷
低減に配慮されていること。

※１ ※２ 
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品名 環境配慮仕様 備考

品名 環境配慮仕様 備考
自動車 【水準１】

九都県市指定低公害車であること。また、エネルギー使用の合理化に関する法律に基
づく燃費基準が設定されているものは、この基準を満たすこと。

【水準２】
①電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車又は燃料電池自動車であること。
②エアコンディショナーの冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は150以下であるこ
と。

■業務の履行に支障がある場合
を除く(特に、電気自動車につい
ては、一回の充電当たりの走行距
離を十分に考慮すること。）。
■用途に応じた車種（大きさ・排
気量等）とすること。
■「東京都指定低公害車」と混同
しないこと。

品名 環境配慮仕様 備考

カーナビ
ゲーションシ
ステム

【水準１】
VICS（道路交通情報通信システム）に対応していること。

１５.車載機器

１４．自動車

■詳細は、『環境物品等の調達の
推進に関する基本方針(平成27年
2月)』（P227～230）を参照するこ
と。

■環境配慮仕様における表につ
いては、「資料編Ｐ8～10」より引
用すること。

■鉛等の含有率基準値について
は、JIS C 0950：2008（電気・電子
機器の特定の化学物質の含有表
示方法）の付属書Aの表A.1に定
める基準値とし、基準値を超える
含有が許容される項目について
は、附属書Bに準ずるものとする。
なお、その他付属品等の扱いに
ついてはJIS C 0950：2008に準ず
るものとする。

１３．自動販売機

★飲料自動
販売機

【水準1】
①エネルギー消費効率が表１に示された区分ごとの算定式を用いて算出した基準エネ
ルギー消費効率を上回らないこと。
②冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていないこと。
③表２に掲げる評価基準に示された環境配慮設計がなされていること。また、環境配慮
設計の実施状況については、その内容がウエブサイト、環境報告書等により公表され、
容易に確認できること。
④鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化
合物、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテルが含有率基準値を超えない
こと。また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。
⑤使用済自動販売機の回収リサイクルシステムがあり、リサイクルされない部分について
は適正処理されるシステムがあること。

【水準２】
①年間消費電力量及びエネルギー消費効率基準達成率並びに冷媒（種類、地球温暖
化係数及び封入量）が自動販売機本体の見やすい箇所に表示されるとともに、ウエブ
サイトにおいて公表されていること。
②屋内に設置される場合にあっては、夜間周囲に照明機器がなく、商品の選択・購入
に支障をきたす場合を除き、照明が常時消灯されていること。
③屋外に設置される場合にあっては、自動販売機本体に日光が直接当たらないよう配
慮されていること。
④カップ式飲料自動販売機にあっては、マイカップに対応可能であること。
⑤真空断熱材等の熱伝導率の低い断熱材が使用されていること。
⑥自動販売機本体と併設して飲料容器の回収箱を設置するとともに、容器の分別回収
及びリサイクルを実施すること。
⑦自動販売機の設置・回収、販売品の補充、容器の回収等に当たって低燃費・低公害
車を使用する、配送効率の向上のための取組を実施する等物流に伴う環境負荷の低
減が図られていること。
⑧製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の
負荷低減に配慮されていること。
⑨包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
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品名 環境配慮仕様 備考
自動車用タ
イヤ
【バス・貨物
等用】

【水準１】
・更生可能な構造であること（第一寿命を磨耗終了した自動車専用タイヤの台タイヤ
（ケーシング)に、踏面部のゴムを張り替えて機能を復元し、更生タイヤとして第二寿命に
おける使用を可能にするものであること。ただし、更生に適さない構造である場合は、製
品の長寿命化に配慮されていること。

【水準２】
・走行時の静粛性の確保に配慮されていること。

■「更生タイヤ」とは、日本工業規
格D4202に規定するタイヤの種類
のうち「小型トラック用タイヤ」「ト
ラック及びバス用タイヤ」又は
D6401に規定する「産業車両用タ
イヤ」「建設車両用タイヤ」とし、
K6329（更生タイヤ）に適合する更
生タイヤも【水準１】を満たすものと
する。ただし、都バス及び緊急用
車両等については、安全性に支
障がなく、各局車両担当部課が
設定する仕様等に適合したもの
に限る。

自動車用タ
イヤ
【普通自動
車用】
（市販用タイ
ヤ（スタッドレ
スタイヤを除
く））

【水準１】
①転がり抵抗係数が9.0以下であること。(※）
②スパイクタイヤでないこと。

【水準２】
①製品の長寿命化に配慮されていること。
②走行時の静粛性の確保に配慮されていること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の
負荷低減に配慮されていること。
④包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

■詳細は、「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針」（国基
準）（平成27年2月）P201を参照す
ること。

■「転がり抵抗係数」の試験方法
は、JIS D 4234による。

■(※）については、EU規則「Wet
Grip グレーディング試験法（案）」
により測定されたウェットグリップ
性能が110以上であるタイヤとす
る。

品名 環境配慮仕様 備考

品名 環境配慮仕様 備考
ガソリン 【水準１】

なし

【水準２】
成分の一部に適切な原料を使用したバイオガソリン。

電気
(電力の自由
化対象施設
であり、か
つ、電気の
購入を競争
する場合）

【水準１】
電力の自由化対象施設であり、かつ、電気の購入を競争する場合、電気の購入にあ
たっては電気事業者の二酸化炭素排出係数等に関し、都内全電源排出係数をもとにし
た裾切り条件を設定すること。

【水準２】
なし

１８．燃料

１６.自動車タイヤ

１７．ライフライン

■電力の自由化対象施設とは、
特別高圧受電設備又は高圧受電
設備を有する施設を指す。

■裾切り条件については、『平成
27年度東京都「グリーン電気」入
札等参加条件取扱要領』によるこ
と。
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品名 環境配慮仕様 備考
自動車によ
る運搬及び
輸送

【水準１】
自動車ＮＯｘ・ＰＭ法で対策地域内に登録できない自動車は使用しないこと。

【水準２】
①低公害・低燃費車を使用すること。
②エコドライブ等の取組により燃費削減に努め、東京都貨物輸送評価制度要綱に定め
る評価書の交付を受けた事業者であること。
③冷凍車及び冷蔵車による運搬の場合、冷凍及び冷蔵部分の冷媒にオゾン層を破壊
する物質が未使用であり、可能な限り地球温暖化係数が小さい物質が使用されている
こと。

■本事項は、荷物の運搬契約、
人員の輸送契約（自動車の借上
げ、雇上げ契約）を対象とする。

■運搬契約で、自動車の使用を
仕様書で規定しない場合は、「自
動車を使用する場合は」を補記す
ること。

■資格自動車ＮＯｘ・ＰＭ法による
登録の可否については、車検証
備考欄を参照すること。

■「低公害・低燃費車」とは、環境
確保条例第３４条第１項に規程す
る東京都指定低公害・低燃費車
をいう。

品名 環境配慮仕様 備考
食堂・喫茶
店

■庁舎又は敷地内において委託
契約等により営業している食堂・
喫茶店を対象とする。

■再生利用等実施目標とは、「食
品リサイクル事業者判断基準省
令（食品循環資源の再生利用等
の促進に関する食品関連事業者
の判断の基準となるべき事項を定
める省令）」に定める「食品循環資
源の再生利用等の実施に関する
目標」を指す。店舗単位の実施目
標を定める場合もこれに準ずる。

■「地域の農林水産物の利用」と
は、「地域資源を活用した農林漁
業者等による新事業の創出等及
び地域の農林水産物の利用促進
に関する法律」（平成22年法律第
67号）第25条の趣旨を踏まえ、国
内の地域で生産された農林水産
物をその生産された地域内にお
いて消費すること及び地域におい
て供給が不足している農林水産
物がある場合に他の地域で生産
された当該農林水産物を消費す
ることをいう。

１９．自動車による運搬及び輸送

【水準１】
廃棄物の発生抑制のため、繰り返し利用できる食器を使用する取組がなされているこ
と。

【水準２】
①事業者単位で食品廃棄物の再生利用等実施率目標を定め、目標を達成するための
取組が行われていること。
②店舗単位で食品廃棄物の再生利用等実施目標を定めていること。
③食堂で使用する食材は、地域の農林水産物の利用の促進に資するものであること。
④修繕することにより再使用可能な食器、又は再生材料が使用された食器が使われて
いること。
⑤再使用のために容器包装の返却・回収が行われていること。

２０．食堂
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品名 環境配慮仕様 備考
小売業務 【水準１】

容器包装の過剰な使用を抑制するための取組又は消費者による容器包装廃棄物の排
出を抑制するための取組が行われていること。

【水準2】
取り扱う商品については、再使用のために容器包装の返却・回収が可能なものであるこ
と、又は簡易包装等により容器包装の使用量を削減したものであること。

■庁舎又は敷地内において委託
契約等によって営業を行う小売業
務の店舗を対象とする。

■容器包装の過剰な使用を抑制
するための取組とは、薄肉化又は
軽量化された容器包装を使用す
ること、商品に応じて適正な寸法
の容器包装を使用することなど、
小売業者自らが取り組む措置を
いう。

■消費者による容器包装廃棄物
の排出を抑制するための取組と
は、商品の販売時にレジ袋を有
償で販売すること、レジ袋の必要
の有無を消費者に確認することな
どの措置をいう。

■水準１については、容器包装リ
サイクル法に基づく定期報告第7
表の写し、別紙付属資料３の参考
様式又はそれらに準ずる内容を
含む環境報告書等の写し等によ
り確認する。

品名 環境配慮仕様 備考
クリーニング 【水準１】

①ドレンの回収及び再利用により、省エネルギー及び水資源節約等の環境負荷低減が
図られていること。
②エコドライブを推進するための措置が講じられていること。
③ハンガーの回収及び再使用等の仕組みが構築されていること。

【水準2】
①揮発性有機化合物の発生抑制に配慮されていること。
②ランドリー用水や洗剤の適正使用に努めていること。
③事業所、営業所等におけるエネルギー使用実態の把握を行うとともに、当該施設に
おけるエネルギー使用量の削減に努めていること。
④可能な限り低燃費・低公害車による集配等が実施されていること。
⑤包装材（ポリ包装資材、袋等）の削減に努めていること。
⑥省エネルギー型のクリーニング設備・機械・空調設備等の導入が図られていること。
⑦フロン系の溶剤を使用する場合、溶剤の大気中への放出がない設備等の導入が図ら
れていること。

■詳細は、「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針（平成27
年2月）」（国基準）Ｐ225～226を
参照すること。

品名 環境配慮仕様 備考
イベントにお
ける食器等

【水準１】
なし
【水準2】
都が主催するイベント等で食器を使用する場合は、可能な限りリユース食器を使用する
こと。

■衛生面の安全性を確保する必
要がある。

■環境省の「リユース食器を使っ
たエコイベント実践マニュアル」な
どを参照すること

２１．小売業務

２２．クリーニング

２３．イベントにおける食器等
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品名 環境配慮仕様 備考
蛍光灯機能
提供業務

【水準１】
次の要件を満たす機能提供型サービス（サービサイジング）であること。
①使用目的に不都合がなく器具に適合する場合、直管蛍光ランプに係る水準１（本ガイ
ドのP１９.品名「直管蛍光ランプ」参照）を満たす蛍光灯が使用されていること。
②回収した蛍光灯のうち成型品で回収されたものについては再資源化率が95％以上
であること。
③蛍光灯の適正処理終了を示す証明書を発行し、顧客に提示できること。

【水準2】
①使用済蛍光ランプの回収容器は、繰り返し使えるものを使用するなど、環境負荷低減
に配慮されていること。
②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再利用の容易さ及び廃棄時の負
荷低減に配慮されていること。
③使用済蛍光ランプの回収に当たっては、施設管理者と協力し、破損なく回収するよう
努めていること。
④蛍光ランプの配送・回収に関し、定期ルート便や共同配送等の効率的な物流網を構
築していること。

■【水準１】の②、③についての詳
細は、「環境物品等の調達の推進
に関する基本方針（平成27年2
月）」（国基準）Ｐ223を参照するこ
と。

■「機能提供型サービス（サービ
サイジング）」とは、蛍光灯の所有
権を業務提供者から移さずに機
能のみを提供し、輸送・回収・廃
棄にかかる責任を業務提供者が
負う役務をいう。

■「蛍光灯の適正処理終了を示
す証明書」は、電子マニフェストや
ＩＴを活用したマニフェスト管理シ
ステムなど証明書に準ずるもので
も可能とする。

品名 環境配慮仕様 備考
引越輸送 【水準１】

①梱包及び養生に使用する物品が「東京都グリーン購入ガイド（2015年度版）」の特定
調達品目に該当する場合は、【水準１】を満たしている物品が使用されていること。
②反復利用可能な梱包用資材及び養生用資材が使用されていること。
③引越終了後に梱包用資材の回収が実施されていること。
④自動車による輸送を伴う場合には、「東京都グリーン購入ガイド（2015年度版）」の品
名「自動車による運搬及び輸送」の【水準１】を満たすこと。

【水準2】
①環境負荷低減に資する引越輸送の方法の適切な提案が行われるものであること。
②梱包用資材及び養生用資材について、一括梱包や資材の使用削減を図るなどの省
資源化又は再生材料の使用に係る取組がなされていること、また、再生利用の容易さ及
び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
③自動車による輸送を伴う場合、低公害車・低燃費車を使用すること。

■【水準１】の②、③についての詳
細は、「環境物品等の調達の推進
に関する基本方針（平成27年2
月）」（国基準）Ｐ231～234を参照
すること。

■低公害車・低燃費車とは、環境
確保条例第34条第1項に規程す
る東京都指定低公害車・低燃費
車をいう。

品名 環境配慮仕様 備考
産業廃棄物
処理委託契
約

【水準１】
水銀血圧計、水銀体温計、蛍光ランプ、ＨＩＤランプ等の水銀使用製品は、封入されて
いる水銀を流出させないよう破損しないで適正に処理すること。また、ガラス及び金属等
は再資源化し、水銀は再資源化又は安全かつ安定的に処分すること。

【水準２】
産廃エキスパート、産廃プロフェッショナル認定制度の認定を受けた業者であること。

■【水準２】を仕様書に記載する
にあたっては、「受託者の要件」と
して指定すること。

使用済小型
電子機器等
処理委託契
約

【水準１】
次のいずれかの要件を満たすこと。
①小型家電リサイクル法に基づき国が認定した事業者であること。
②使用済小型電子機器等の収集若しくは、運搬又は再資源化を適正に実施し得る者
であること。

【水準２】
なし

■使用済小型電子機器等を委託
により廃棄する場合には、分別し
て排出し、【水準１】を「受託者の
要件」として仕様書に記載するこ
と。

■使用済小型家電子機器等の対
象となる品目については、下記Ｕ
ＲＬを参照のこと。
(http://www.env.go.jp/recycle/r
ecycling/raremetals/law/go_h25-
45.pdf)

２６．産業廃棄物処理

２５．引越輸送

２４．照明機能提供業務
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品名 環境配慮仕様 備考
都保有以外
の建築物の
借上

【水準１】
なし

【水準2】

①借上契約の対象となる建築物（都が定めるテナントビルのベンチマーク※１の対象とな
る建築物のうち「新築建築物」（供用開始日以後の最初の3月31日を越えていない建築
物）を除く。）の前年度の延床面積当たりのCO2排出量が、都民の健康と安全を確保す
る環境に関する条例に基づく「地球温暖化対策報告書」によるテナントビルのベンチ

マーク区分※２のA１レンジ以上であること。
②既設の業務用空調設備がある借上契約の対象となる建築物の当該設備が、オゾン層
を破壊する物質が未使用であり、可能な限り地球温暖化係数が小さい物質が使用され
ているものであること。

■ベンチマークの対象となる建築
物は、熱、電気、燃料の年間使用
量が原油換算で1,500ｋｌ未満の建
築物をいう。

※１･･･テナントビルのベンチマー
クの詳細については、東京都環
境局HPの「低炭素ビル評価の取
組」のページで確認可能。

※２･･･ベンチマーク区分につい
ては、テナントビルの規模（㎡）に
応じて、次の3つの区分が設定さ
れている。
借上対象となる建築物について、
該当する区分の最新のベンチ
マークと比較すること。

（１）小規模テナントビル
（延床面積1,000㎡以上3,000㎡
未満）
（２）中規模テナントビル
（延床面積3,000㎡以上10,000㎡
未満）
（３）準大規模テナントビル
（延床面積10,000㎡以上 20,000
㎡未満）

品名 環境配慮仕様 備考
植栽管理業
務
(都が管理す
る施設内及
び周辺等の
植栽地（公
園及び街路
樹を含む。）
並びに屋上
緑化等の管
理とする。)

【水準１】
農薬の使用の回数及び量の削減に努めているとともに、農薬取締法に基づいて登録さ
れた適正な農薬を、ラベルに記載されている使用方法（使用回数、使用量、使用濃度
等）及び使用上の注意事項を守って、適正かつ効果的に使用されるものであること。

【水準２】
①病害虫予防として、適切な剪定や刈込みを行って通風をよくし、日照等を確保すると
ともに、適切な防除手段を用いて、害虫や雑草の密度を低いレベルに維持する総合的
病害虫・雑草管理を行う体制が確保されていること。
②植替え等が生じた場合、地域の在来種や既存の植栽に配慮し、病害虫の発生しにく
い樹種の選定等について、施設管理者への提案が行われること。

■農薬の使用に係る施設管理者
や周辺地域への情報提供、農薬
の飛散防止、適正使用の記録の
保持等、「住宅地等における農薬
使用について（平成25 年4 月26
日付25消安第175 号環水大土発
第1304261 号農林水産省消費・
安全局長、環境省水・大気環境
局長連名通知）」に準拠したもの
であること。

■【水準２】の「総合的病害虫・雑
草管理を行う体制」とは、発生状
況等の調査、被害の早期発見、
剪定や捕殺などの物理的防除も
含めた防除方法の選択等、経済
性を考慮しつつ健康と環境への
負荷の軽減を総合的に講じる体
制をいう。

２７．建築物の借上げ

２８．庁舎管理等
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